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研究要旨 
【背景】わが国では、毎年冬季に季節性インフルエンザが流行し、多くの患者が発
生する。医療機関においては、外来・入院患者が増加するとともに、入院(入所)患
者の発症リスク(発症した同室患者、見舞客、職員、臨床実習生等)が高まる。その
ため、患者・職員双方に集団発生防止対策を適切に実施する必要があり、施設全体
で取り組む必要がある。本研究で平成 25 年度に実施した、国内の医療機関におけ
るインフルエンザ対策アンケート調査の結果、不十分な対策や施設間で対策実態に
大きな差が認められ、季節性インフルエンザ対策のレベル向上および均てん化を図
る必要性が明確となった。 
【目的】具体的かつ実践的な季節性インフルエンザ対策に関する資料集の作成準備
を行うことを目的とした。 
【平成 26 年度の研究内容報告】2014 年 5 月に米国疾病予防管理センター(Centers 
for Disease Control and Prevention; CDC)より発表されたガイドライン 
『 医 療 現 場 に お け る 季 節 性 イ ン フ ル エ ン ザ の 予 防 対 策 』
（ http://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/healthcaresetting
s.htm; 2015 年 2 月 25 日時点）をわが国の現状と比較検討した。また、このガイド
ラインをわが国の状況に合わせて一部修正し、わが国の医療現場で参考となる資料
案を作成した。 
【次年度への課題と目標】わが国で発生した季節性インフルエンザのアウトブレイ
ク事例について、可能な限り保健所等と連携して原因分析する作業を実施するとと
もに、その結果も参考に上記の資料に加え、より現場の状況に則した質問形式のガ
イドラインを作成することを計画している。 

 
 
A. 研究目的 

わが国では、毎年冬季に季節性インフルエン
ザが流行する。そのため、流行期間には、多く
のインフルエンザ患者が医療機関を受診する。
一方で、医療機関には、インフルエンザによる
合併症や死亡リスクの高い患者が多く通院・入
院・入所している。 

職員、見舞客、他疾患での入院・通院患者、
臨床実習生等が罹患し、感染源となる可能性も
ある。 

全ての医療機関内で、インフルエンザの感染
拡大を防ぎ、患者・入所者や職員を守ることは
当然のことであるが、毎年全国各地で施設内ア
ウトブレイクの報告が後を絶たず、抜本的でよ
り実効性の高い対策を徹底する必要性がある。 

 
 
 
わが国において、医療機関内での季節性イン

フルエンザ伝播予防に関する具体的な推奨事
項について明記され、コンセンサスが得られた
ガイドラインは存在しない。しかし、ガイドラ
インを策定・周知して現場で遵守し、その対策
レベルを向上させ、施設内伝播予防対策に取り
組む必要がある。その目標達成のため、わが国
の現状に合わせたガイドライン策定の基礎資
料集の作成作りを本年度研究の目的とした。 
 
B. 研究方法 

わが国での医療現場での季節性インフルエ
ンザ対策の参考となる、欧米の季節性インフル
エンザ予防対策ガイドラインをわが国の現状
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と照らし合わせ、わが国の医療現場で利用でき
る資料集を作成する。 

 
C. 研究結果 

医療現場における季節性インフルエンザ対
策では、多面的な対策が必要である。 

わが国の現状に合わせた資料集案を別に記
載した(資料参照)。 

 
D. 考察 
(1)インフルエンザワクチン接種 

CDC ガイドラインでは、インフルエンザワク
チン接種は、最も重要な感染予防手段に位置づ
けられ、強く推奨されている。 

昨年、国内の医療機関を対象に行ったアンケ
ート調査では、感染防止対策加算の算定施設
(加算施設)の 99%、感染防止対策加算の非算定
施設(非加算施設)の 98%で実施されており、わ
が国でのワクチン接種の実施率は高いと考え
られた（図１）。しかし、各施設での医療従事
者に対する接種率(中央値±標準偏差)は、84.6
±23.2%と、まだ十分とは言い難い（図２)。 
 

 
 
図 1：インフルエンザワクチン接種実施率 
 

 
 
図２：インフルエンザワクチン接種率 
 
 

(2)曝露リスクの最小化 
 CDC ガイドラインでは医療者や他の患者への
インフルエンザウイルスの曝露を最小化する
ために、呼吸器症状を有する患者へのサージカ
ルマスク等による対策が推奨されている。 
 わが国の現状についてのアンケート調査の
結果（図３)からは、加算施設の 49%が無償で、
40%が有償で、呼吸器症状を呈する患者へのマ
スクの提供を行っていた。また、非加算施設で
は、76%が無償で、2%が有償で、マスクが提供
されていた。一方、加算施設の 9%、非加算施設
の 11%がマスクの提供を行っていないと回答し
ており、これらの施設では、呼吸器症状を呈す
る患者からの飛沫感染のリスクを制御できて
いないと考えられた。咳エチケットを含めた適
切な感染予防対策の必要性を、広く周知し遵守
すべきである。 
 

 
 
図３：患者へのマスク提供状況 
 
(3)罹患した医療従事者の観察と管理 
 CDC ガイドラインでは発熱と呼吸器症状を呈
する医療従事者には、原則自宅療養と、解熱後
24 時間以降の出勤、勤務中のマスク着用が推奨
されている。（わが国においては、解熱後 48 時
間以降の出勤が推奨されることもある。） 
 インフルエンザ様症状(Influenza like 
illness:ILI)を呈する職員に対しては、加算施
設の 78%、非加算施設の 26%が就業制限を設け
ているのに対し、加算施設の 21%、非加算施設
の 26％では、就業制限を設けていなかった(図
４)。 
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図４：ILI を呈する職員の就業制限の有無 
 

さらに、ILI を呈する職員の全員が休暇を取
得できているのは、加算施設の 52%、非加算施
設の 64%に留まっており、残りの半数近くの施
設では、ILI を呈する職員が勤務を継続してい
る可能性があり、職員からの感染拡大リスクが
高いと考えられた(図５)。 
 

 
 
図５：ILI を呈する職員の勤務状況 
 
 ILI を呈する職員が勤務を継続する理由の一
つとして、有症状時の休暇の取りにくさが影響
すると考えられる。加算施設の 40%、非加算施
設の 72%は、休暇が取りやすいと回答していた
が、加算施設の 56%、非加算施設の 28%では、
一部の職種で休暇が取りにくいと回答してお
り、職種に関わらず、休暇を取得すべきことを
周知徹底する必要があると考えられる。 
 

 

 
図６：有症状時の休暇の取りやすさ 
 
 ILI を呈する職員が勤務を継続することによ
り、周囲の医療従事者や患者等、多くの人にイ
ンフルエンザウイルスを曝露させるリスクが
ある。したがって、各施設において、病欠に関
するマニュアルの作成、およびその周知と遵守
が必要と考えられる。 
 
(4)標準予防策の遵守 
 標準予防策はあらゆる病原性微生物の伝播
予防のために必要な、基本的な感染予防手段で
ある。普段から、標準予防策を遵守することが
重要であるが、季節性インフルエンザの流行時
には、改めて、標準予防策の遵守状況について
の確認や周知を行うことが望ましい。 
 わが国でのアンケート調査の結果では、加算
施設の 72%、非加算施設の 86%で、インフルエ
ンザシーズン中に、職員および患者への手指衛
生の強化が行われていた(図７)。一方で、加算
施設の 8%、16％、非加算施設の 8%、6%は、そ
れぞれ患者のみ、職員のみに対しての手指衛生
の強化であり、患者および職員双方へ強化を行
う必要性がある。 
 また、手指衛生以外にも、適切なタイミング
での手袋やガウンなどの個人防護具の着脱と
その後の手指衛生等、医療現場においては、イ
ンフルエンザシーズンの直前のタイミングで
再度、自施設での標準予防策の遵守を確認する
ことが重要と考えられる。 
 

 
 
図７：インフルエンザシーズン中の手指衛生の
強化状況 
 
(5)飛沫予防策の遵守 
 CDC ガイドラインでは成人のインフルエンザ
患者に対し、発症後 7日間または発熱と呼吸器
症状の改善後 24 時間までの飛沫感染予防対策
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の実施が推奨されている。また、小児や易感染
性患者に対しては、その期間を延長する必要性
も示唆されている。わが国の現状についての調
査は行っていないが、個室隔離やコホートの上
での飛沫感染予防対策が徹底できるよう取り
組む必要があると考えられる。 
 また、飛沫予防策の際に必要な職員のサージ
カルマスクについて、適切な着用方法を遵守し
ているか、また患者病室から退室する際に必ず
脱いで手指衛生を遵守しているか点検すべき
である。マスクを着用していても鼻を覆ってい
なかったり、1 日中同じマスクを着用し続け、
表面に付着したウイルスを自らの手に付着さ
せてしまう可能性のある行為を見かけたりす
ることは頻繁にある。 
 
(6)エアロゾル産生処置時の注意 
 CDC ガイドラインでは気管支内視鏡、吸痰、
挿管や抜管、剖検、心肺蘇生等のエアロゾル産
生処置の際に産生される感染性エアロゾルに
よって、医療従事者がインフルエンザウイルス
に曝露するリスクが高まるため、空気感染予防
策の追加を推奨している。 
 緊急時には、救命処置を最優先するため個人
防護具の適切な着用がおろそかになりがちで
あり、結果的に医療者への感染リスクが高まる。
わが国の医療現場で待機的な処置も含めエア
ロゾル産生処置実施の際には空気予防策を追
加する必要があるか、慎重に検討した上で標準
的な考え方を示す必要がある。 
 
(7)見舞客の来院と施設内移動の管理 
 見舞客は、インフルエンザ患者の入院前に接
触していた被曝露者である可能性があり、その
来院や見舞時の施設内の移動等についても制
限するよう、CDC ガイドラインで推奨されてい
る。わが国では見舞客の面会制限に関する指針
はなく、医療現場での対応には温度差があると
考えられるが、インフルエンザシーズン中の見
舞客の症状確認と面会制限、手指衛生の遵守、
ワクチン接種等についても、標準的指針を示す
ことが望ましい。 
 
(8)インフルエンザ流行状況の把握 
 CDC ガイドラインでは市中でのインフルエン
ザの流行状況の把握、施設内でのアウトブレイ
ク等についての指針の作成が推奨されている。 
 昨年のアンケート調査の結果では、集団発生
の判断基準が設定されていたのは、加算施設の
39%、非加算施設の 24％に留まっていた(図８)。

集団発生を察知し、迅速に対策を実施すること
が封じ込めの第一段階であり、各施設で使用で
きる集団発生の基準を策定する必要があると
考えられる。 
 

 
 
図８：集団発生時の判断基準 
 
さらに、集団発生と判断した場合、保健所へ

の届出や、拡大防止のために、近隣施設への援
助要請が必要となることがある。対策が遅れる
ことで、集団発生がさらに拡大する可能性があ
るため、適切な時期に施設外への通知を行うこ
とは重要である。 
昨年の調査では、保健所への届出基準が策定

されていたのは、加算施設の 33%、非加算施設
の 40%に留まり(図９)、近隣施設への援助要請
基準が策定されていたのは、加算施設の 10%、
非加算施設の15%と、非常に少なかった(図 10)。 
 

 
 
図９：保健所への届出基準 
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図 10：近隣施設への援助要請基準 
 

(9)環境整備 
 CDC ガイドラインでは環境の適切な清掃と消
毒が推奨されている。特に、エアロゾル産生処
置後の、環境整備が強調されており、わが国で
も徹底する必要があると考えられる。 
 
(10)空間的隔離の実施 
 医療従事者や他の患者への曝露リスクを減
らすために、インフルエンザ患者の空間的隔離
の実施が推奨されている。わが国でも、実施さ
れている施設は多いと考えられるが、ベッドコ
ントロールに難渋し、結果的に空間的隔離が適
切に実施されない可能性があるため、指針にお
いて再度強調すべきである。 
 
(11)医療者の教育 
 インフルエンザを含む医療関連感染症の伝
播予防について、医療従事者への教育と研修を
行うことが推奨されている。 
 わが国の現状は把握できていないが、職種や
業務内容に応じた研修が行われていることは
少ないと考えられる。医療関連感染症の予防、
とくに極めて発症者数が多いインフルエンザ
予防対策のためには、全職員が一体となって取
り組む必要があり、シーズン前毎の教育・研修
が必要である。 
 
(12)適切な患者と医療者への治療を化学予防 
 CDC ガイドラインでは、抗ウイルス薬による
治療対象は、合併症のリスクを有する者として
いるが、わが国では、臨床診断例も含め、ほと
んどのインフルエンザ患者に抗ウイルス薬が
処方されることが多い。わが国の状況に合わせ
た早期治療についての推奨を行うとともに、曝
露者への予防投与の適応等についても基準の
明確化の必要がある。 
 図 11 に、わが国の医療機関におけるインフ

ルエンザ曝露を受けた患者への予防投薬基準
の作成状況を示す。加算施設の 40%、非加算施
設の 77%では、基準が作成されていたが、加算
施設の 48%、非加算施設の 6%では基準が作成さ
れておらず、加算施設の 8%、非加算施設の 15%
では、状況によって判断されている状況であっ
た。 

 
 
図 11：インフルエンザ曝露を受けた患者への予
防投薬基準の作成状況 
 
 図 12 に、インフルエンザ曝露を受けた患者
への予防投薬基準の状況を示す。加算施設、非
加算施設ともに、曝露後予防投薬の基準は統一
されていなかった。 
 

 
 
図 12：インフルエンザ曝露を受けた患者への予
防投薬基準 
 
 図 13 に、インフルエンザウイルスの曝露を
受けた職員に対する予防投薬の実施状況を示
す。加算施設の 52%、非加算施設の 58%では、
原則として職員への予防投薬は実施されてい
なかったが、加算施設の 41%、非加算施設の 32%
では、予防投薬が実施されていた。また、予防
投薬の実施に関しては、加算施設の 22%、非加
算施設の 19%では、基準が設けられていなかっ
た。2012 年に感染症学会から発表された提言で
は、職員への予防投与は原則不要とされている
が、ワクチンの効果低下が予想される際には必
要となることもあるとしている。また、実際は、
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施設規模が小さかったり、シフト勤務に限界が
あったりする場合に、集団発生時に更なる感染
拡大予防を目的として、投与を行う場合もある
と推測される。 
 以上の結果より、インフルエンザウイルス曝
露を受けた患者および職員に対する予防内服
基準を明確にする必要性がある。また、予防投
薬の実施時には、費用負担が問題となることが
あり、事前に取り決めをしておく必要がある。 
 

 
 
図 13：曝露した職員に対する予防投薬の実施状
況 
 
(13)合併症リスクの高い医療者への配慮 
 CDC ガイドラインでは合併症リスクの高い医
療従事者を予め確認しておき、インフルエンザ
罹患時に早期に治療を開始することや、曝露リ
スクの高い業務の免除を行うことが推奨され
ている。 
 わが国においては、合併症リスクの有無に関
わらず、早期に治療を開始する傾向にあるが、
業務内容についての配慮は行き届いていない
可能性がある。この点についても、指針に盛り
込む必要がある。 
 
E. 結論 
 2014年5月にCDCより発表された季節性イン
フルエンザの医療現場における予防対策ガイ
ドラインをわが国の現状に則した形で資料案
を作成した。また、このガイドラインでの推奨
事項について、昨年度に実施したわが国の医療
現場での季節性インフルエンザ対策の実施状
況で点検を行った。インフルエンザワクチン接
種は、ほぼ全ての施設で実施されていたが、そ
の接種率は十分とは言い難い結果であった。そ
の他の対策についても、十分なレベルに到達し
ていないと考えられ、作成した資料案をもとに
ガイドライン策定作業を開始し、わが国の季節
性インフルエンザ予防対策の正式なガイドラ

インとして提唱したい。 
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医療現場における季節性インフルエンザの予防対策資料（案） 

 

米国疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention; CDC) 

2014 年 5 月発表ガイドライン

（http://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/healthcaresettings.htm; 

2015 年 2 月 25 日時点）より、本邦の現状に合わせて改変[太字(追加)および灰色網掛

け(削除)部分]し、わが国の季節性インフルエンザ予防対策ガイドライン策定の参考資料

集を作成した。 

 

★作成者：渡邉珠代（岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター） 

 

【ガイドラインと推奨】 

 本ガイドラインは、以前の季節性インフルエンザや 2009H1N1 インフルエンザへの

感染対策についてのガイドラインを改訂したものである。以前のガイドラインに新たな

情報を加え、改訂した。 

 この改訂では、全ての医療現場において実施すべき、包括的なインフルエンザ予防対

策の重要性を強調している。 

 

【医療現場の定義】 

 このガイドラインにおいて、医療現場には、急性期病院、長期療養施設(老人ホーム

等)、診療所、救急センター、外来、在宅療養を含むが、これだけに限らない。状況に

よって、対象者や必要な対策が大きく異なるため、学校や職場等、医療現場以外の他の

状況は対象としていない。しかしながら、このガイドラインの要素は、ある種の状況(職

場や学校内の内科診療所等)にも適応できる可能性はある。 

 

【医療者の定義】 

 このガイドラインでは、2008 年保健社会福祉省の医療従事者の定義を使用する。具

体的には、医療従事者とは、報酬の有無に関わらず、医療現場で働く、患者や体液、汚

染された医療器具、汚染された環境表面、汚染された空気を含む感染性物質に曝露され

る可能性のある人を指す。医療従事者には、医師、看護師、看護助手、療法士、技師、

救急救命士、歯科従事者、薬剤師、検査技師、剖検従事者、学生と研修医、委託職員、

在宅医療提供者、直接には患者への医療の提供に関与しないが、医療従事者や患者に、

またはそれらの人から伝播させうる感染性病原体に曝露される可能性のある人(事務、

調理、清掃、リネン、警備、保守、会計、牧師、ボランティア等)が含まれる。本ガイ

ドラインでは、先に述べたように、医療現場以外の人は対象としていない。 
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【はじめに】 

 インフルエンザは、家庭内や市中で伝播する主に市中の感染症である。毎年、米国民

の 5-20％がインフルエンザウイルスに感染し、多くの人が救急外来(小児科医院、救急

外来等)を受診する。さらに、平均 20 万人以上がインフルエンザの合併症で毎年入院し

ている。医療に関連したインフルエンザ感染は、多くの医療現場で起こりうることであ

り、市中で流行しているときには起こりやすい。それ故、本ガイドラインで概要を述べ

るインフルエンザ予防対策は、全ての医療現場で適応されるべきである。長期療養施設

や病院等の特定の施設内で医療関連インフルエンザのアウトブレイク中は、追加の対策

が必要となるかもしれない。 

 

【インフルエンザの伝播様式】 

以前は、インフルエンザウイルスは、主に大粒子の飛沫によって、ヒト-ヒト感染す

ると考えられていた(感受性者の近くで、感染者が咳やくしゃみをする、等)。一般的に

は、飛沫は空気中の短距離(約 6 フィート=約 123cm 以内)しか移動できないため、大粒

子による伝播には、罹患者と受け手が近い距離で接触する必要がある。インフルエンザ

ウイルスに汚染された環境表面や物から、顔の粘膜病面(鼻や口、等)への手を介した間

接的なウイルスの接触伝播も起こり得る。しかしながら、インフルエンザ伝播様式別の

寄与割合は不明である。別室の患者への伝播のような、遠くの場所への空気感染は証明

されておらず、可能性は低いと考えられている。インフルエンザ患者からの全ての呼吸

器系分泌物および、下痢便を含む体液は、感染性を有すると考えられている。しかしな

がら、そのリスクは株によって異なる。感染した患者の血液や便からのインフルエンザ

ウイルスの検出は極めて稀である。 

 

【インフルエンザ伝播予防の基本的事項】 

 医療現場でのインフルエンザウイルスや他の感染性病原体の伝播予防には、多面的な

アプローチが必要である。インフルエンザウイルスの伝播は、患者、医療従事者、見舞

客の間で起こる。さらに、医療従事者は、家庭内や市中でも感染しうる。主要な予防対

策には、以下のことが含まれる。 

・インフルエンザワクチン接種 

・咳エチケットの実施 

・罹患した医療従事者の適切な対応 

・全での患者の処置とエアロゾル産生処置への感染対策の遵守 

・適切な環境と感染対策の実施 

 

 全てではないが、対策の成功事例では、患者、見舞客、職員を含む医療現場内の様々

な人に、これらの推奨事項の遵守を促すための明確な管理指針と組織的な統率力の存在
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がある。本ガイドラインは、全ての感染性病原体の伝播を予防するための包括的な感染

防止計画のもとに使用されるべきである。 

 

【推奨事項】 

1. 季節性インフルエンザワクチンの推奨と接種 

毎年のワクチン接種は、季節性インフルエンザ感染を予防するための最も重要な

対策である。医療従事者と患者の高いワクチン接種率は、医療従事者から患者、そ

して患者から医療従事者へのインフルエンザの病院内伝播を防ぐための重要な手段

である。米国の最近のガイドラインでは、禁忌がない限り、医療従事者、患者、長

期療養施設の入所者を含む、6 ヶ月以上の全ての人に接種すべきとされている。 

医療従事者のワクチン接種率を上げるために、組織的な対策例として、インセン

ティブの提供、医療従事者のワクチン費用の無償化、アクセスの改善(職場での勤務

中の接種、等)、ワクチン接種の効果とリスクについて教育を受けたことに同意する

署名の要求、禁忌のない全ての医療従事者へのインフルエンザワクチン接種の義務

化などがある。これらの対策の多くがワクチン接種率を上げたことが示されている。

医療従事者のインフルエンザワクチン接種者の追跡は、患者と医療従事者を守るた

めの組織的な戦略の重要な要素となりうる。 

 

2. 曝露リスクの最小化 

 患者の来院前、来院時、在院中のインフルエンザ曝露を最少とするために対策が

実施される。対策には、有症状患者のスクリーニングとトリアージ、咳エチケット

の実施等が含まれる。咳エチケットは、医療現場において、インフルエンザウイル

スを含む全ての呼吸器の病原体の曝露の可能性を最小限にする対策であり、患者、

見舞客、医療従事者の全員が医療施設の滞在中は常に遵守すべきものである。 

 

医療施設への到着前 

① 何らかの呼吸器症状(咳、鼻汁、発熱、等)がある場合、予約の際に、患者やその

付添者に、医療従事者に症状を有する旨を伝え、適切な予防対策(来院時にサー

ジカルマスクを着用し、トリアージに従う、等)を行うよう指導する。 

② インフルエンザ流行期間中は、インフルエンザ患者(疑いも含む)の来院を最小限

にする。例として、インフルエンザによる合併症のリスクが高くない中等度の

インフルエンザ様症状の患者が受診を希望した際には、患者自身の来院を最小

限とすることも考慮する。(医療施設への受診の必要性を決定するための電話で

のコンサルテーションの提供など) 
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来院時と在院中 

① 呼吸器症状を有する全での患者に、在院中は、咳エチケット、手指衛生、トリ

アージを遵守してもらう。以下の対策を含む。 

●玄関および効果的な場所(待合スペース、エレベーター、食堂、等)に、特に市中

でのインフルエンザの流行時には、咳エチケットについての説明の掲示(ポスター、

等)を(適切な言語で)行う。以下の内容を含む。 

・咳やくしゃみをする際、どのようにマスクやディッシュペーパーを使用し、どの

ように廃棄するか。 

・いつ、どのように手指衛生を行うか。 

●患者の受付時に、適切な予防策を実施する(受付時に、呼吸器症状の有無を尋ね、

ある場合は適切な指示を行う、等) 

② 呼吸器症状を呈する患者へのサージカルマスクの提供 

③ 来院時および在院時に全員が手指衛生を実施できるよう、手指衛生の環境を整

備する(玄関、待合室、受付、等) 

④ 呼吸器症状を有する患者を、空間的に隔離可能な場所を設ける。可能であれば、

別の待合場所を提供する。 

⑤ 市中でのインフルエンザ流行期間中は、インフルエンザ様症状を呈する患者と

他の患者を迅速にスクリーニングできるトリアージ場所を設置する。 

 

3. 罹患した医療従事者の観察と管理 

  

発熱と呼吸器症状を呈する医療従事者は以下のことを守るべきである。 

① 出勤しない。出勤する場合は、患者とは接触せず、マスクを着用し、上司と感

染制御部門の担当者に、帰宅前に連絡する。 

② 復職後は常に手指衛生と咳エチケットを遵守する必要があることを繰り返し伝

える。咳やくしゃみが残っている際は、患者との接触時はマスクを着用する。

頻回な手指衛生(特に患者との接触前後と気道分泌物の接触後)の重要性を強調

する。 

③ 少なくとも解熱(アセトアミノフェン等の解熱薬の使用なしで)後 4824 時間は

勤務しない。呼吸器症状の残存時には、患者との接触の可否を労働衛生面から

も検討する。 

④ 血液幹細胞移植(HSCT)等の易感染性宿主と接触する業務の場合は、発症から 7

日間または症状消失までは、一時的な配置換えや業務免除も検討する。易感染

性の患者は高度に免疫が抑制されており、インフルエンザウイルスの感染によ

る重篤化しやすい。さらに、一旦感染すると、抗ウイルス薬治療にも関わらず、

ウイルス排泄が遷延し、他の患者にインフルエンザウイルスを曝露させる可能
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性がある。ウイルス排泄の遷延は、抗ウイルス薬に耐性の株を産生し伝播させ

る可能性を増す。抗ウイルス薬耐性のインフルエンザのクラスターは、市中や

医療現場で曝露を受けた高度免疫不全患者から検出されている。 

⑤ インフルエンザや他の多くの感染症に罹患した医療従事者は、発熱を呈さなか

ったり、発熱が唯一の初期症状であったりする。このため、特に発症早期の場

合、インフルエンザと他の多くの原因とを区別することが困難な場合がある。

発熱のみを呈する医療従事者は、他の発熱原因の特定や、解熱するまでの間は、

発熱を呈する医療従事者に対する職場の指針に従うべきである。 

 

インフルエンザの可能性があるが、呼吸器症状のみで発熱のない医療者は、以下の

事を守るべきである。 

① 患者との接触の可否について、労働衛生面からも評価を受ける。インフルエン

ザが疑われる場合には、抗インフルエンザ薬も有用なことがある。 

② 復職後の咳エチケットは常に重要。咳やくしゃみなどの症状がある場合は、患

者との接触時は常にマスクを着用する。頻回の手指衛生(特に患者との接触前後)

の重要性を強調する。 

③ HSCT 後などの免疫不全患者との接触がなければ、勤務の継続が可能。接触す

る必要がある場合は、発症から 7 日間または咳以外の症状の消失までは一時的

な配置換えや業務免除を検討する。 

 

医療を提供している施設や組織は以下の事を守るべきである。 

① インフルエンザの疑いまたは診断された職員の病欠に関する指針(懲罰的でなく、

柔軟で、公衆衛生ガイドラインに則したもの)を作成する。 

・発熱と呼吸器症状を呈する医療従事者に対し、解熱薬を使用しない状態で、少な

くとも 4824 時間の解熱を維持するまでは自宅療養することを強調する。 

② 間接的な雇用形態も含めた、全職員に、病欠に関する指針を周知する。 

③ 病気休暇の手順を確立しておく；業務内容、曝露者の把握、電話を含む受診、

必要があれば早期治療、インフルエンザの可能性のある患者の迅速な同定。医

療従事者は、発熱を伴う呼吸器症状の有無を自己評価する。多くの場合、臨床

症状や検査結果をもとに、勤務の制限について判断されている。 

 

4. 標準予防策の遵守 

患者との接触時は、医療現場の全ての医療従事者は、あらゆる医療現場の感染性

病原体の伝播予防のための基本である標準予防策を遵守すべきである。 

標準予防策では、医療現場において、全ての人が伝播しうる病原体に感染または保

菌している可能性があると仮定している。インフルエンザによるものも含め、呼吸
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器感染症を有する患者に適応する標準予防策の項目を以下に記載する。標準予防策

(注射の安全性、等)の全側面はここでは強調しないが、他の CDC ガイドラインに記

載されている。 

 

手指衛生 

① 全ての患者との接触前後、感染性の可能性のある物質との接触後、手袋を含む

個人防護具の着脱前後を含め、医療従事者は頻回な手指衛生を行うべきである。

医療現場での手指衛生は、流水と石けん、または擦式アルコール製剤を用いて

行うべき。手が、肉眼的に汚れている場合は、擦式アルコール製剤ではなく、

流水と石けんを用いる。 

② 医療施設は、手指衛生を実施しやすくするために、十分な物品を提供すべき。 

 

手袋 

① 感染性のある者との接触時には手袋を着用する。接触後は手袋を外し、手指衛

生を行う。複数の患者のケアに同じ手袋を用いてはならない。手袋を洗って再

利用してはならない。 

 

ガウン 

① 血液、体液、分泌物(呼吸器系分泌物を含む)、排泄物への曝露の可能性のある

時は、ガウンを着用する。患者環境から離れる際は、ガウンを脱ぎ、手指衛生

を行う。複数の患者のケアに同じガウンを用いてはならない。 

 

5. 飛沫感染予防策の遵守 

① 疑いも含め、インフルエンザ患者には、発症後 7 日間または発熱と呼吸器症状

の改善後 4824 時間まで、飛沫予防策を実施すべきである。小児や易感染性宿

主の場合は、飛沫予防策期間の延長も考慮してもよい。 

② 疑いも含め、インフルエンザ患者には個室隔離を行う。個室が利用できない場

合は、コホーティング等について感染対策の担当者と相談する。 

③ 医療従事者が患者病室に入室する際はマスクを着用し、退室時に外し、手指衛

生を行う。 

④ 患者の移動の際は、患者にサージカルマスクを着用させる。転院等の場合は、

先方にインフルエンザ感染の旨を伝える。 

⑤ 退院に関しては、推定されるウイルス排出期間や飛沫感染予防対策期間ではな

く、臨床的判断で行う。 

 

 



 

67 
 

6. エアロゾル産生処置時の注意 

疑いも含めたインフルエンザ患者への一部の処置は、咳、くしゃみ、会話、呼吸

以上に高濃度の感染性エアロゾルを産生させる可能性がある。これらの処置は、医

療従事者への曝露リスクを高める可能性がある。これらのエアロゾルに関連したイ

ンフルエンザ伝播のデータは限られているが、多くの有識者がこれらの処置時には

予防策を追加することを推奨している。計画的なエアロゾル産生処置には、気管支

内視鏡、吸痰、待機的な挿管・抜管、剖検、等が挙げられる。計画外のエアロゾル

産生処置には、心肺蘇生、緊急の挿管、気管切開を伴う気道吸引等がある。理想的

には、疑いも含めたインフルエンザ患者に対して実施する際は、エアロゾル産生処

置による曝露を減らすための複合的な対策を実施すべきである。しかしながら、特

に患者予後の改善のための緊急の処置を実施するような場には、適切な対策を行う

ことは困難なことが多い。エアロゾル産生処置時の注意点には、以下のことが含ま

れる。 

① 医学的に必要かつ後回しにできない場合のみ、疑いを含むインフルエンザ患者

の処置を行う。 

② 処置の間は、患者の処置と補助に必要な最低限の医療従事者のみが立ち会う。

全ての医療従事者へと同様、処置の実施や立ち会う医療従事者はインフルエン

ザワクチンを接種する。 

③ 可能であれば、陰圧空調の部屋で実施する。しかし、患者が既に陰圧空調の部

屋にいない限り、予定外の緊急の処置の場合は不可能である。これらの部屋は、

換気回数と空気の流れを調節することで、感染性エアロゾルの濃度を下げ、近

接した部屋への空気の流出を防ぐように設計されている。病室周囲よりも陰圧

の個室で、1 時間あたり最低 6 回の換気(最近の建築や改築では 1 時間あたり 12

回換気が推奨されている)である。これらの病室からの廃棄は直接屋外へ、また

は HEPA フィルターでの濾過後に再循環させるべきである。病室のドアは出入

りの際を除き、閉めておき、処置中と処置食後の出入りは必要最低限とする。

施設は、これらの病室の陰圧機能を検査し、記録すべきである。 

④ 空気中の汚染濃度をさらに減らすために、移動型の HEPA フィルターの使用も

検討する。製品によっては、局所の換気システム(覆い、小屋、テント等)に接

続できるものや、汚染源のコントロールのために、患者の傍に設置するデザイ

ンの物もある。しかしながら、これらの装置は、室内の空気を全て取り込むわ

けではないため、室内に入る全ての人が呼吸器防護具(PPE)を着用する必要が

ある。気流や装置の性能についての情報は、それぞれの装置毎に評価すべきで

ある。 

⑤ 医療従事者は、標準予防策を遵守すべきであり、少なくとも、手袋、ガウン、

顔面と頭部側面を覆うフェイスシールドまたはゴーグルを着用する。 
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⑥ エアロゾル産生処置中は、医療従事者は N95 マスクを着用する。 

⑦ PPE を着用していない医療従事者は、処置後、感染性粒子が排出されるまでの

間は入室してはならない。 

⑧ 処置後は、環境表面の清掃を行う。 

 

7. 見舞客の来院と施設内移動の管理 

インフルエンザで隔離されている患者の面会は、精神的安定とケアに必要な最低

限に制限する。入院前や入院中の患者との接触者は、他の患者、見舞客、職員に対

しての感染源となり得る。 

 急性の呼吸器症状のある人に対し、施設は訪問制限に関する指針を作成すべきで

あるが、患者の入院病棟(腫瘍病棟、等)や状況(末期状態、等)を考慮した、施設の裁

量での除外項目も考慮する必要があるかもしれない。 

 

インフルエンザで隔離されている患者の見舞いは計画的に行い、以下の事を遵守す

る。 

① 来院前に、急性呼吸器症状の有無を確認する。 

② 入室前に、見舞い客に対して、手指衛生、環境表面を必要以上に触らないこと、

PPE の着用についての説明を行う。 

③ エアロゾルを産生する処置中は退室してもらう。 

④ 病院内での行動を制限する。 

⑤ 施設の方針に矛盾しなければ、医療者からインフルエンザワクチンについての

情報提供を行う。 

 

8. インフルエンザ流行状況の把握 

市中でのインフルエンザの流行状況、施設内でのインフルエンザのアウトブレイ

ク、ウイルス培養のための検体採取が公衆衛生に有用であることについて、職員に

迅速に周知するシステムや指針を作成すべきである。 

地域や州(県)の保健所との連絡や協力が推奨される。 

指針では、施設内での、保健所との連絡や、職員の周知への責任者を指定してお

くべきである。 

 

9. 環境の感染対策 

標準的な清掃と消毒(高頻度接触面の消毒前に洗剤と水で洗浄する、等)が、エア

ロゾル産生処置後の環境清掃も含め、医療現場でのインフルエンザウイルスの環境

の制御に適している。 

リネン、食器、医療廃棄物は、標準的な手順に従って管理する。これらの物品が
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適切に管理されれば、インフルエンザウイルスがこれらの物品を介して伝播するこ

とはない。洗濯物と食器は最初に洗浄し、その後、必要に応じて消毒する。 

医療廃棄物は、指定されている通りに規制廃棄物やバイオハザード廃棄物として

廃棄する。 

 

10. 感染対策の実施 

 医療従事者や他の患者を、感染者から保護することによって、曝露を減らす、ま

たは、防ぐことを目的として、感染対策を実施する必要がある。(例：トリアージの

場所での衝立の設置や、スペースでのカーテン、等) 

 挿管されている患者での閉鎖式吸痰システム等の、曝露を減らすような対策も重

要かもしれない。 

 

11. 医療者の教育 

管理者は、全職員が、オリエンテーションから医療現場に出るまでの間に、イン

フルエンザを含む医療に関連した感染症の伝播予防についての、職務・業務に応じ

た教育と研修を提供すべきである。内容は、教育・研修期間中も、定期的に改訂す

る。教育・研修の開始時と、その後も繰り返し、医療従事者の専門性と立場に応じ

て、到達度を記録すべきである。委託職員にも同様に必要な教育と研修を行う。 

 

① 全ての医療従事者に対して強調すべきインフルエンザとその予防に関する内容

は以下のとおりである。 

・インフルエンザの徴候、症状、合併症、合併症のリスク因子について 

・合併症のハイリスク者の場合で、早期治療の適応がある場合、インフルエンザ様

症状の出現時に、すぐに医療機関に連絡する。 

・ワクチン接種、咳エチケット、病欠の指針、エアロゾル産生処置時の曝露予防、

等、主な管理方法について 

・マスクのフィットテストを含めた PPE の使用について 

・曝露リスクを減らすための感染予防策を含めた、適切な環境と感染対策について 

 

12. 患者と医療者への適切な抗ウイルス薬治療と化学予防 

 詳細は、CDC から発表されている指針を参照するのが良い。抗インフルエンザ薬

を処方されている患者は、治療中にウイルスを排出していることを、医療従事者と

患者の両方が認識しておくべきである。そのため、手指衛生、咳エチケットを継続

すべきである。 
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13. 合併症リスクの高い医療者への配慮 

インフルエンザの合併症のハイリスク者には、妊婦、産後 2 週間以内の女性、65

歳以上の人、慢性基礎疾患を有する者(喘息、心疾患、糖尿病、免疫抑制、他の慢性

疾患、病的肥満、等)が含まれる。ワクチン接種と抗ウイルス薬による早期治療は、

入院と死亡のリスクを減らすことができるため、合併症のリスクが高い医療従事者

にはとても重要である。合併症のハイリスクの医療従事者は、罹患時に早期治療が

受けられるよう、医療提供者を確認しておくのが望ましい。 

医療従事者によっては、自身が合併症のハイリスク者と認識しており、過剰に心

配することがある。これらの懸念について話し合い、ガイドラインの遵守を強調す

べきである。ハイリスク者のうち、特に重症やコントロールされていない基礎疾患

を有する医療従事者に対しては、曝露リスク(疑いを含むインフルエンザ患者へのエ

アロゾル産生処置の実施や介助、等)を回避するような職務上の配慮も必要かもしれ

ない。 

 


